
〇 「インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金」（以下「発熱外来

補助金」といいます。）に係る所得税及び法人税の取扱いは以下のとおりとなります。 

なお、詳細については、国税庁ＨＰに掲載している「国税における新型コロナウイルス

感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」

（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm）を参照くださ

い。（法人税に関しては問７、所得税に関しては問９-２） 

 

 

（答） 

  発熱外来補助金については、所得金額の計算上、個人である医療機関については事業

所得として収入金額に算入し、法人である医療機関については益金の額に算入して申告

する必要があります。 

 

 

（答） 

発熱外来補助金については、国（厚生労働省）によりその交付が決定された日に収入

すべき権利が確定しますので、発熱外来補助金の交付決定がされた日の属する年分又は

事業年度の収入金額又は益金の額に算入して申告する必要があります。 

 

 

 【具体例１】 

   令和２年度発熱外来補助金として令和２年12月に500万円の交付決定を受けた場 

   合 

⇒ 個人である医療機関は令和２年分の収入として、法人である医療機関は令和２年

12月の属する事業年度の収益として計上します。 

 

【具体例２】 

   令和２年度発熱外来補助金として令和２年 12 月に 500 万円の交付決定を受け、令

和３年２月に追加で200万円の変更交付決定を受けた場合（合計で700万円の交付決

定を受けた場合） 

⇒ 令和２年 12 月に交付決定された 500 万円について、個人である医療機関は令和

２年分の収入（法人である医療機関は令和２年12月の属する事業年度の収益）とし

て計上するとともに、令和３年２月に追加で交付決定された200万円について、個

人である医療機関は令和３年分の収入（法人である医療機関は令和３年２月の属す

る事業年度の収益）として、それぞれ計上します。 

問１ 発熱外来補助金の支給を受けましたが、この補助金は課税の対象となる収入とし

て申告する必要があるのでしょうか。 

問２ 発熱外来補助金はいつの収入として申告する必要がありますか。 



 

 

問３ 発熱外来補助金の交付決定を受け、補助金の交付を受けた後、その補助金を返還

することになった場合の取扱いを教えてください。 

 

（答） 

  発熱外来補助金を返還することになった場合には、所得金額の計算上、その返還が確

定した日（インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金交付額確定通

知書に記載の日付）の属する年分又は事業年度において、その返還することになった金

額を、個人である医療機関については事業所得に係る必要経費に算入し、法人である医

療機関については損金の額に算入して申告します。 

 

 

【具体例】 

令和２年度発熱外来補助金として令和２年 12 月に 500 万円の交付決定を受け、そ

の交付を受けた。その後、令和３年５月に実績報告をしたところ、国庫補助金精算額

が400万円となり、６月に差額100万円の返還が確定した場合 

⇒ 返還が確定した100万円について、個人である医療機関は令和３年分の必要経費

として、法人である医療機関は令和３年６月の属する事業年度の損失として計上し

ます。 

厚生労働省健康局 

※本Ｑ＆Ａについては、国税庁と調整済みです。 


